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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に高誘電膜を形成する段階と、
　前記高誘電膜上に金属含有膜を形成する段階と、
　前記金属含有膜上に多結晶半導体を含む半導体膜を形成する段階と、
　前記半導体膜を異方性エッチングする段階と、
　前記半導体膜及び前記半導体膜に隣接した領域に反応性窒素及び／または酸素含有ガス
を提供し、エッチングされた前記半導体膜の少なくとも側壁上に前記半導体基板に対して
傾く保護膜を形成する段階と、
　前記金属含有膜及び前記高誘電膜を異方性エッチングする段階と、
　を含み、
　前記保護膜は、前記半導体基板に近い部位の幅が前記半導体基板に遠い部位の幅より広
くなるよう形成され、
　異方性エッチングによって前記半導体膜から離脱した前記多結晶半導体は、前記反応性
窒素及び／または前記酸素含有ガスによって窒化及び／または酸化されて保護膜形成粒子
を形成し、
　前記保護膜形成粒子は、エッチングされた前記半導体膜の側壁に付着して前記保護膜を
形成することを特徴とする半導体素子の形成方法。
【請求項２】
　前記保護膜形成粒子は前記半導体膜と異なるエッチング選択比を有することを特徴とす
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る請求項１に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項３】
　前記金属含有膜は前記保護膜及びエッチングされた前記半導体膜をエッチングマスクと
して使ってエッチングされることを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項４】
　前記半導体基板は互いに異なる導電型のドーパントを含む第１領域及び第２領域を含み
、前記高誘電膜、前記金属含有膜及び前記半導体膜は前記第１領域及び前記第２領域の前
記半導体基板上に形成され、
　前記第２領域の前記高誘電膜及び前記金属含有膜の間にゲート導電膜を形成することを
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項５】
　前記半導体膜をエッチングすることは、前記半導体膜の上部をエッチングすること及び
前記半導体膜の下部をエッチングすることを含み、
　前記反応性窒素及び／または前記酸素含有ガスを提供することは前記半導体膜の上部を
エッチングする段階と前記半導体膜の下部をエッチングする段階との間に実行されること
を特徴とする請求項１に記載の半導体素子の形成方法。
【請求項６】
　前記半導体膜のエッチングと前記反応性窒素及び／または前記酸素含有ガスの提供を交
互に複数回繰り返すことを含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体素子の形成方法
。
【請求項７】
　半導体基板上に順に高誘電パターン及び金属含有パターンを積層する段階と、
　前記金属含有パターン上に多結晶半導体を含むゲートパターンを形成する段階と、
　前記ゲートパターンの側壁上に前記多結晶半導体の酸化物、窒化物及び／または酸窒化
物から形成され前記半導体基板に近い部位の幅が前記半導体基板に遠い部位の幅より広い
保護膜を形成する段階と、
　を含み、
　前記多結晶半導体の酸化物、窒化物及び／または酸窒化物は、異方性エッチングによっ
て前記ゲートパターンから離脱した前記多結晶半導体が反応性窒素及び／または酸素含有
ガスによって窒化及び／または酸化されたのち前記ゲートパターンの側壁に付着して前記
保護膜を形成する保護膜形成粒子であることを特徴とする半導体素子の形成方法。
【請求項８】
　基板上に金属含有膜を形成する段階と、
　前記金属含有膜上に多結晶半導体を含む半導体膜を形成する段階と、
　前記半導体膜を異方性エッチングして前記多結晶半導体が前記半導体膜から離脱される
段階と、
　前記半導体膜を異方性にエッチングする間に、反応性窒素及び／または酸素含有ガスを
異方性エッチングされた前記半導体膜に提供する段階と、
　前記金属含有膜を異方性エッチングする段階と、
　を含み、
　前記反応性窒素及び／または前記酸素含有ガスは、前記半導体膜から離脱する前記多結
晶半導体と反応して保護膜形成粒子を形成し、
　前記保護膜形成粒子は、エッチングされた前記半導体膜の少なくとも側壁上に前記基板
に対して傾く保護膜を形成することを特徴とする半導体素子の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子の形成方法に関し、詳しくは、半導体膜と金属含有膜とを含む半
導体素子の形成方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　半導体素子の高集積化の傾向に伴い、前記半導体素子を構成する構成要素の小型化が要
求されている。しかし、装備などの制約によって、このような構成要素をより小さく形成
するのは容易ではない。例えば、狭い線幅を有するパターンを形成するためのパターニン
グ工程においての狭い線幅を有するパターンの場合、小さいエッチング損傷にも素子の特
性が維持されない虞がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２１９００６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、エッチング損傷が最小化された半導体素子の形成方法を提供すること
にある。
　本発明の他の課題は、信頼性が向上した半導体素子の形成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の課題を解決するための半導体素子の形成方法及びこれらによって形成された半導
体素子が提供される。
　本発明の半導体素子の形成方法は、半導体基板上に高誘電膜を形成する段階と、前記高
誘電膜上に金属含有膜を形成する段階と、前記金属含有膜上に多結晶半導体を含む半導体
膜を形成する段階と、前記半導体膜を異方性エッチングする段階と、前記半導体膜及び前
記半導体膜に隣接した領域に反応性窒素及び／または酸素含有ガスを提供し、エッチング
された前記半導体膜の少なくとも側壁上に前記半導体基板に対して傾く保護膜を形成する
段階と、前記金属含有膜及び前記高誘電膜を異方性エッチングする段階とを含み、前記保
護膜は、前記半導体基板に近い部位の幅が前記半導体基板に遠い部位の幅より広いことを
特徴とする。
【０００６】
　一態様において、前記多結晶半導体の一部は前記異方性エッチングによって前記半導体
膜から離脱することができる。離脱した前記多結晶半導体は前記反応性窒素及び／または
前記酸素含有ガスによって窒化及び／または酸化されて保護膜形成粒子を形成することが
できる。
【０００７】
　一態様において、前記保護膜形成粒子がエッチングされた前記半導体膜の側壁に付着し
て保護膜を形成することができる。前記保護膜形成粒子は前記半導体膜と異なるエッチン
グ選択比を有することができる。
　一態様において、前記金属含有膜は前記保護膜及びエッチングされた前記半導体膜をエ
ッチングマスクとして使ってエッチングされ得る。
【０００８】
　一態様において、前記半導体基板は互いに異なる導電型のドーパントを含む第１領域及
び第２領域を含み、前記高誘電膜、前記金属含有膜及び前記半導体膜は前記第１領域及び
前記第２領域の前記半導体基板上に形成される。前記第２領域の前記高誘電膜及び前記金
属含有膜の間にゲート導電膜が形成される。
　一態様において、前記ゲート導電膜は複数の導電性金属化合物層を含むことができる。
複数の前記導電性金属化合物層の間に他の高誘電膜がさらに形成され得る。
【０００９】
　一態様において、前記半導体膜をエッチングすることは、前記半導体膜の上部をエッチ
ングすること及び前記半導体膜の下部をエッチングすることを含むことができる。前記反
応性窒素及び／または前記酸素含有ガスを提供することは前記半導体膜の上部をエッチン
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グする段階と、前記下部半導体膜の下部をエッチングする段階との間に実行される。
　一態様において、前記半導体膜のエッチングと前記反応性窒素及び／または前記酸素含
有ガスの提供は交互に複数回繰り返して実行することができる。
【００１０】
　一態様において、前記反応性窒素及び／または前記酸素含有ガスを提供することによっ
て、前記金属含有膜のエッチング副産物が窒化及び／または酸化される。
【００１１】
　本発明の半導体素子の形成方法は、半導体基板上に順に高誘電パターン及び金属含有パ
ターンを積層する段階、前記金属含有パターン上の多結晶半導体を含むゲートパターンを
形成する段階、及び、ゲートパターンの側壁上に多結晶半導体の酸化物、窒化物及び／ま
たは酸窒化物から形成され半導体基板に近い部位の幅が半導体基板に遠い部位の幅より広
い保護膜を形成する段階を含むことができる。多結晶半導体の酸化物、窒化物及び／また
は酸窒化物は、異方性エッチングによってゲートパターンから離脱した多結晶半導体が反
応性窒素及び／または酸素含有ガスによって窒化及び／または酸化されたのちゲートパタ
ーンの側壁に付着して保護膜を形成する保護膜形成粒子である。
【００１２】
　本発明の半導体素子の形成方法は、基板上に金属含有膜を形成する段階と、前記金属含
有膜上に多結晶半導体を含む半導体膜を形成する段階と、前記半導体膜を異方性エッチン
グして前記多結晶半導体が前記半導体膜から離脱される段階と、前記半導体膜を異方性に
エッチングする間に、反応性窒素及び／または酸素含有ガスを前記エッチングされた半導
体膜に提供する段階と、前記金属含有膜を異方性エッチングする段階と、を含み、前記反
応性窒素及び／または酸素含有ガスは、多結晶半導体と反応して保護膜形成粒子を形成す
ることを特徴とする。
【００１３】
　一態様において、前記保護膜は互いに異なる厚さの上部及び下部を有することができる
。
　一態様において、前記半導体基板は第１領域及び第２領域を含み、前記高誘電パターン
、金属含有パターン及びゲートパターンは前記第１領域及び第２領域の前記半導体基板上
に配置される。前記半導体素子は前記第２領域の前記高誘電パターン及び前記金属含有パ
ターンの間に選択的に介在されたゲート導電パターンをさらに含むことができる。
【００１４】
　一態様において、前記半導体基板の第１領域は第１導電型のドーパントがドーピングさ
れた第１ウェル領域を含み、前記半導体基板の第２領域は第２導電型のドーパントがドー
ピングされた第２ウェル領域を含むことができる。
　一態様において、前記保護膜は前記金属含有膜のエッチング副産物の窒化物、酸化物及
び／または酸窒化物をさらに含むことができる。
【００１５】
　一態様において、前記ゲートパターンの側壁は前記ゲートパターンの底と鋭角をなすこ
とができる。
　一態様において、前記ゲートパターンの側壁は前記半導体基板に対して実質的に垂直で
ある。
【００１６】
　　　（発明の効果）
　本発明によれば、半導体膜の異方性エッチングの途中または以後に反応性窒素及び／ま
たは酸素含有ガスが提供される。前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスの提供によっ
てエッチングされる半導体膜の側壁の所望しない損傷を防止することができる。これによ
って、エッチング損傷が最小化された半導体素子を形成することができる。また、前記エ
ッチング損傷が最小化された半導体素子は高い信頼性を有することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１Ａ】本発明の第１実施形態による半導体素子を示す模式図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示したＡ領域の拡大図である。
【図２Ａ】本発明の第２実施形態の変形例による半導体素子を示す模式図である。
【図２Ｂ】図２Ａに示したＢ領域の拡大図である。
【図３Ａ】本発明の第３実施形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図で
ある。
【図３Ｂ】本発明の第３実施形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図で
ある。
【図３Ｃ】本発明の第３実施形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図で
ある。
【図４Ａ】本発明の第４実施形態による半導体素子を示す模式図である。
【図４Ｂ】図４Ａに示したＡ領域の拡大図である。
【図５Ａ】本発明の第５実施形態の変形例による半導体素子を示す模式図である。
【図５Ｂ】図５Ａに示したＢ領域の拡大図である。
【図６Ａ】本発明の第６実施形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図で
ある。
【図６Ｂ】本発明の第６実施形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図で
ある。
【図６Ｃ】本発明の第６実施形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図で
ある。
【図６Ｄ】本発明の第６実施形態による半導体素子の形成方法を説明するための断面図で
ある。
【図７】本発明の実施形態による半導体素子の形成方法を説明するためのフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付の図を参照して、本発明の実施形態による半導体素子及びその形成方法を説
明する。説明される実施形態は本発明の思想を当業者が容易に理解するように提供される
ものであり、これによって本発明が限定されない。本発明の実施形態は本発明の技術的思
想及び範囲内で他の形態に変形可能である。本明細書において、‘及び／または’は前後
に並べた構成要素のうちの少なくとも１つを含む意味として使われた。本明細書において
、一構成要素が異なる構成要素‘上に’位置するとは、一構成要素上に異なる構成要素が
直接位置し、前記一構成要素上に第３の構成要素がさらに位置することができるという意
味も含む。本明細書の各構成要素または部分などを第１、第２などの表現を使って指称し
たが、これは明確な説明のために使われた表現であり、これによって限定されない。図面
に表現された構成要素の厚さ及び相対的な厚さは本発明の実施形態を明確に表現するため
に誇張されている。また、本明細書の上部及び下部などの位置に係わる表現は説明を明ら
かにするための相対的な表現として、絶対的な構成要素間の位置を限定するものではない
。同一の構成要素には同一の図面符号を使った。
【００１９】
　　　（第１実施形態）
　図１Ａ及び図１Ｂを参照して、本発明の第１実施形態による半導体素子を説明する。図
１Ｂは、図１Ａに示したＡ領域を拡大した図である。半導体基板１００が提供される。半
導体基板１００は第１導電型のドーパントがドーピングされたウェル領域（図示しない）
を含むことができる。半導体基板１００内にソース／ドレイン領域１０２が配置されてい
る。ソース／ドレイン領域１０２は前記第１導電型と反対の導電型である第２導電型のド
ーパントがドーピングされた領域であり得る。
【００２０】
　ソース／ドレイン領域１０２の間の半導体基板１００上にゲート絶縁パターン１１２、
金属含有パターン１３３及びゲートパターン１４２が順に積層される。
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　ゲート絶縁パターン１１２は酸化シリコン（ＳｉＯ2）に比較して高い誘電率を有する
絶縁物質を含むことができる。すなわち、ゲート絶縁パターン１１２は高誘電膜であり得
る。ゲート絶縁パターン１１２は、Ｈｆ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｌａ、Ｙ、Ｇｄ及びＴａの
うちの少なくとも１つの金属を含む金属酸化物、金属シリコン酸化物または金属シリコン
酸窒化物を含むことができる。例えば、ゲート絶縁パターン１１２はＨｆＳｉＯＮを含む
ことができる。
【００２１】
　金属含有パターン１３３はゲート絶縁パターン１１２上に配置され、ゲート絶縁パター
ン１１２の一部側壁と球面をなす側壁を有することができる。金属含有パターン１３３の
上部面の端１３５Ａは陥没され得る。すなわち、金属含有パターン１３３の端１３５Ａの
高さは金属含有パターン１３３の中心部の高さより低いことがある。
【００２２】
　金属含有パターン１３３は導電性金属化合物を含むことができる。例えば、金属含有パ
ターン１３３は導電性金属窒化物を含むことができる。金属含有パターン１３３はＴｉ、
Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｈｆ及びＺｒのうちで選択された少なくとも１つの金属の窒化物
を含むことができる。
【００２３】
　ゲートパターン１４２はドーパントがドーピングされた半導体を含むことができる。ゲ
ートパターン１４２はｎ型またはｐ型のドーパントがドーピングされた多結晶半導体を含
むことができる。例えば、ゲートパターン１４２は多結晶シリコンを含むことができる。
ゲートパターン１４２の最上部の幅と最下部の幅は異なることができる。例えば、ゲート
パターン１４２の最上部の幅はゲートパターン１４２の最下部の幅より広いことがある。
これによって、ゲートパターン１４２の側壁とゲートパターン１４２の底面は鈍角を成す
ことができる。
【００２４】
ゲートパターン１４２の側壁上に保護膜１５１が配置される。保護膜１５１は金属含有パ
ターン１３３の端１３５Ａ部分上に配置される。示したことと異なり、金属含有パターン
１３３は陥没しない端を有し、前記陥没しない端上に保護膜１５１が配置されることもあ
る。保護膜１５１はゲートパターン１４２の側壁上に不規則に付着した複数の保護膜形成
粒子を含むことができる。前記保護膜形成粒子は互いに異なる大きさを有することができ
る。本実施形態において、保護膜１５１の下部分を構成する前記保護膜形成粒子の数は保
護膜１５１の上部を構成する保護膜形成粒子の数より多いことがある。これによって、保
護膜１５１は相対的に厚い下部分と相対的に薄い上部を含むことができる。前記保護膜形
成粒子はゲートパターン１４２の側壁上に不規則に配列され得る。
【００２５】
　保護膜１５１の厚さは不均一であり得る。例えば、保護膜１５１の下部分の前記保護膜
形成粒子の数は保護膜１５１の上部の粒子の数より多いことがある。これによって、保護
膜１５１は相対的に厚い下部分と相対的に薄い上部を含むことができる。これと異なり、
保護膜１５１の厚さは前記保護膜形成粒子の配列によって多様に変化することができる。
【００２６】
　保護膜１５１に含まれた保護膜形成粒子はゲートパターン１４２に含まれた物質の酸化
物、窒化物及び／または酸窒化物を含むことができる。例えば、前記保護膜形成粒子は多
結晶半導体の酸化物、多結晶半導体の窒化物及び／または多結晶半導体の酸窒化物を含む
ことができる。本実施形態において、前記保護膜形成粒子は表面が酸化及び／または窒化
された半導体粒子を含むことができる。保護膜１５１によってゲートパターン１４２の側
壁は保護される。
【００２７】
　これに加えて、保護膜１５１は金属含有パターン１３３に含まれた物質の酸化物、窒化
物及び／または酸窒化物をさらに含むことができる。例えば、保護膜１５１はＴｉ、Ｔａ
、Ｗ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｈｆ及びＺｒのうちで選択された少なくとも１つの酸化物、窒化物及
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び／または酸窒化物をさらに含むことができる。
【００２８】
　　　（第２実施形態）
　図２Ａ及び図２Ｂを参照して、本発明の第２実施形態を説明する。図２Ｂは、図２Ａに
示したＢ領域を拡大した図である。図１Ａを参照して説明した構成要素に対する説明は省
略する。
【００２９】
　ゲート絶縁パターン１１２上に金属含有パターン１３４が配置される。金属含有パター
ン１３４はゲート絶縁パターン１１２の側壁と球面を成す側壁を有する。金属含有パター
ン１３４は導電性金属化合物を含むことができる。例えば、金属含有パターン１３４はＴ
ｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｈｆ及びＺｒのうちで選択された少なくとも１つの酸化物、
窒化物及び／または酸窒化物をさらに含むことができる。
【００３０】
　金属含有パターン１３４上にゲートパターン１４４が配置される。ゲートパターン１４
４は陥没した側壁１４５を有することができる。陥没した側壁１４５を含むゲートパター
ン１４４の側壁上に保護膜１５３が配置される。保護膜１５３はゲートパターン１４４の
陥没した側壁１４５上に不規則に付着した複数の保護膜形成粒子を含むことができる。本
実施形態において、前記保護膜形成粒子は互いに異なる大きさを有することができる。前
記保護膜形成粒子はゲートパターン１４４の側壁上に不均一に配列され得る。
【００３１】
　保護膜１５３の厚さは不均一であり得る。例えば、保護膜１５３の下部分の前記保護膜
形成粒子の数は保護膜１５３の上部の粒子の数より多いことがある。これによって、保護
膜１５３は相対的に厚い下部分と相対的に薄い上部を含むことができる。これと異なり、
保護膜１５３の厚さは前記保護膜形成粒子の配列によって多様に変化することができる。
【００３２】
　保護膜１５３に含まれた保護膜形成粒子はゲートパターン１４４に含まれた物質の酸化
物、窒化物及び／または酸窒化物を含むことができる。例えば、前記保護膜形成粒子は多
結晶半導体の酸化物、多結晶半導体の窒化物及び／または多結晶半導体の酸窒化物を含む
ことができる。本実施形態において、前記保護膜形成粒子は酸化及び／または窒化された
半導体粒子を含むことができる。
【００３３】
　　　（第３実施形態）
　図１Ａ、図１Ｂ、図３Ａ～図３Ｃ及び図７を参照して、本発明の第３実施形態による半
導体素子の形成方法を説明する。図１Ａ及び図１Ｂを参照して説明した内容は省略するこ
とができる。
【００３４】
　図３Ａ及び図７を参照すれば、半導体基板１００上にゲート絶縁膜１１１が形成される
（Ｓ１）。ゲート絶縁膜１１１を形成する前に、半導体基板１００内にドーパントをドー
ピングしてウェル領域を形成することができる。ゲート絶縁膜１１１は高誘電率を有する
絶縁物質を含むことができる。例えば、ゲート絶縁膜１１１はＨｆ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｔｉ、
Ｌａ、Ｙ、Ｇｄ及びＴａのうちで選択された少なくとも１つの金属を含む金属酸化物、金
属シリコン酸化物または金属シリコン酸窒化物を含むことができる。例えば、ゲート絶縁
膜１１１はＨｆＳｉＯＮを含むことができる。
【００３５】
　ゲート絶縁膜１１１上に金属含有膜１３２が形成される（Ｓ２）。金属含有膜１３２は
導電性金属化合物を含むことができる。金属含有膜１３２はゲート絶縁膜１１１と異なる
エッチング選択比を有する物質を含むことができる。金属含有膜１３２はＴｉ、Ｔａ、Ｗ
、Ｍｏ、Ａｌ、Ｈｆ及びＺｒのうちで選択された少なくとも１つの窒化物であり得る。例
えば、金属含有膜１３２は窒化チタン（ＴｉＮ）を含むことができる。
【００３６】
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　金属含有膜１３２上に半導体膜１４１が形成される（Ｓ３）。半導体膜１４１は多結晶
シリコンを含むことができる。半導体膜１４１は化学気相蒸着法及び原子層蒸着法を含む
多様な蒸着方法のうちで選択された少なくとも１つの方法により形成することができる。
例えば、半導体膜１４１は低圧化学気相蒸着（ＬＰＣＶＤ）法によって形成することがで
きる。
　半導体膜１４１上にマスクパターン１６０が形成される。マスクパターン１６０は半導
体膜１４１の一部を覆うことができる。
【００３７】
　図３Ｂ、図３Ｃ及び図７を参照すれば、マスクパターン１６０をエッチングマスクとし
て使って半導体膜１４１がエッチングされる（Ｓ４）。図３Ｂは、一部がエッチングされ
た半導体膜１４１Ａを示す工程断面図であり、図３Ｃは、半導体膜１４１が十分にエッチ
ングされてゲートパターン１４２が形成された時の工程断面図である。半導体膜１４１の
エッチングは半導体膜１４１に対して高いエッチング選択比を有するエッチング剤（ｅｔ
ｃｈａｎｔ）を使って実行することができる。
【００３８】
　半導体膜１４１はハロゲン元素を含むエッチングガス、例えば、ＨＢｒガスを利用して
エッチングすることができる。具体的に、半導体膜１４１をエッチングすることは、数十
乃至数千（Ｗ）のソースパワー（ｓｏｕｒｃｅ　ｐｏｗｅｒ）及びバックバイアスパワー
（ｂａｃｋ－ｂｉａｓｐｏｗｅｒ）で、数乃至数百ｓｃｃｍのＨＢｒガスを提供すること
を含むことができる。本実施形態において、半導体膜１４１をエッチングすることは酸素
（Ｏ2）及びヘリウム（Ｈｅ）ガスのうちで選択された少なくとも１つを提供することを
さらに含むことができる。
【００３９】
　半導体膜１４１のエッチングの時、多結晶半導体の粒子がエッチング副産物として発生
することができる。図３Ｂを参照すれば、一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａの上
部内に微細トレンチ１３５が形成される。これと異なり、半導体膜１４１に対するエッチ
ングが十分に進行された以後には図３Ｃに示したように、金属含有膜１３２を構成する金
属含有粒子がエッチング副産物として発生することができる。この場合、金属含有膜１３
２の上部内に微細トレンチ１３５Ａが形成される。前記エッチング副産物は前記エッチン
グ剤と一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａまたは前記エッチング剤と金属含有膜１
３２が衝突する部分、例えば、微細トレンチ１３５、１３５Ａで形成されて、一部がエッ
チングされた半導体膜１４１Ａまたは金属含有膜１３２から取れることができる。
【００４０】
　半導体膜１４１のエッチングが実行されている反応チャンバ内に反応性窒素及び／また
は酸素含有ガスが提供される（Ｓ５）。前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスは半導
体膜１４１のエッチング工程実行の途中に提供することができる。例えば、半導体膜１４
１の上部をエッチングして、前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスが提供された後、
半導体膜１４１の下部をエッチングすることができる。これと異なり、半導体膜１４１の
エッチングと前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスの提供が交互に実行されることも
ある。前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスは半導体膜１４１を構成する物質、例え
ば多結晶シリコンを窒化及び／または酸化させることができるガスを含むことができる。
前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスは例えば、Ｏ2、Ｏ3及びＮ2Ｈ2のうちで選択さ
れた少なくとも１つを含むことができる。
【００４１】
　前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスによって半導体膜１４１のエッチングの時発
生したエッチング副産物が窒化及び／または酸化され得る。例えば、多結晶半導体粒子及
び／または前記金属含有粒子の少なくとも一部が窒化及び／または酸化され得る。前記窒
化及び／または酸化された粒子は一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａの側壁に付着
することができる。一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａに付着した前記窒化及び／
または酸化された粒子は一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａの側壁を保護する保護
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膜形成粒子であり得る。一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａの側壁に付着した前記
保護膜形成粒子は保護膜１５１を構成することができる。
【００４２】
　本実施形態において、前記エッチング副産物は前記エッチング剤と一部がエッチングさ
れた半導体膜１４１Ａが接する領域で形成され得る。例えば、前記エッチング副産物は微
細トレンチ１３５、１３５Ａで形成され得る。したがって、酸化及び／または窒化された
前記エッチング副産物、すなわち、保護膜形成粒子の多数が微細トレンチ１３５、１３５
Ａに隣接したゲートパターン１４２の下部側壁に付着することができる。一方、ゲートパ
ターン１４２の上部側壁には前記下部側壁に比較して少ない数の保護膜形成粒子が付着す
ることができる。これによって、前記保護膜形成粒子を含む保護膜１５１は相対的に厚い
下部及び相対的に薄い上部を含むことができる。これと異なり、前記反応性窒素及び／ま
たは酸素の注入時間及び／または注入時期によって保護膜１５１の厚さ及び相対的厚さは
異なるように調節することができる。
【００４３】
　前記保護膜形成粒子は、半導体膜１４１のエッチングの時使われるエッチング剤に対し
て半導体膜１４１より低いエッチング率を有することができる。例えば、前記保護膜形成
粒子が前記エッチング剤によってエッチングされる割合は多結晶半導体が前記エッチング
剤によってエッチングされる割合より低いことがある。
【００４４】
　異方性エッチングで、エッチング剤の一部がエッチング対象膜から衝突及び反射してエ
ッチング対象膜を再びエッチングすることができる。例えば、一部がエッチングされた半
導体膜１４１Ａの上部面で反射したエッチング剤の一部がエッチングされた半導体膜１４
１Ａの側壁１４５と衝突することができる。これによって、一部がエッチングされた半導
体膜１４１Ａ及び半導体膜１４１のエッチングによって形成されるゲートパターン１４２
の側壁１４５にネガティブプロファイルが発生することができる。
【００４５】
　しかし、本実施形態によって、一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａの側壁上にエ
ッチングされた半導体膜１４１Ａと異なるエッチング選択比を有する保護膜１５１が形成
される場合、一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａの側壁の所望しないエッチングを
防止することができる。すなわち、前記ネガティブプロファイルを最小化することができ
る。したがって、一部がエッチングされた半導体膜１４１Ａをエッチングして形成される
ゲートパターン１４２の特性が向上することができる。
【００４６】
　提供される前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスの注入時間及び／または注入時期
によって、保護膜１５１は多様な形態に形成可能である。例えば、図１Ａに示したように
、ゲートパターン１４２の側壁の全面上に保護膜１５１が形成される。これと異なり、図
２Ａに示したように、ゲートパターン１４４の一部側壁上に保護膜１５３が形成されるこ
とも可能である。
【００４７】
　再び図１Ａを参照すれば、マスクパターン１６０、ゲートパターン１４２及び保護膜１
５１をエッチングマスクとして使って、金属含有膜１３２及びゲート絶縁膜１１１がエッ
チングされる（Ｓ６）。ゲートパターン１４２が保護された側壁によって金属含有膜１３
３及びゲート絶縁膜１１１のエッチングの時の欠陷を最小化することができる。具体的に
、ゲートパターン１４２の側壁上に保護膜１５１が形成されない場合、ゲートパターン１
４２の側壁、特にゲートパターン１４２の下部側壁でネガティブプロファイルが形成され
得る。ネガティブプロファイルを有するゲートパターン１４２をエッチングマスクとして
エッチングされた金属含有膜１３３及びゲート絶縁膜１１１は前記ネガティブプロファイ
ルを有するゲートパターン１４２の側壁に自己整列されるので、金属含有膜１３３の特性
も劣化することができる。
【００４８】
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　これと異なり、本実施形態によって、ゲートパターン１４２の側壁が保護される場合、
ゲートパターン１４２の側壁が保護されると共に、ゲートパターン１４２をマスクとして
エッチングされる金属含有膜１３３及びゲート絶縁膜１１１の側壁も保護され得る。した
がって、これによって形成される半導体素子の信頼性が向上することができる。
【００４９】
　ゲートパターン１４２をイオン注入マスクとしてゲートパターン１４２に隣接した半導
体基板１００内にソース／ドレイン領域１０２が形成される。ソース／ドレイン領域１０
２は前記第１導電型と反対の導電型を有する第２導電型のドーパントを半導体基板１００
内に注入することによって形成される。
【００５０】
　　　（第４実施形態）
　図４Ａ及び図４Ｂを参照して本発明の第４実施形態による半導体素子を説明する。図４
Ｂは、図４ＡのＡ領域を拡大した図である。第１領域及び第２領域を含む半導体基板２０
０が提供される。前記第１領域及び前記第２領域は素子分離膜２０１によって分離する。
前記第１領域の半導体基板２００は第１導電型のドーパントがドーピングされた第１ウェ
ル領域２０４を含み、前記第２領域の半導体基板２００は第２導電型のドーパントがドー
ピングされた第２ウェル領域２０５を含むことができる。第１ウェル領域２０４内には第
２導電型のドーパントがドーピングされた第１ソース／ドレイン領域２０２が配置され、
第２ウェル領域２０５内には第１導電型のドーパントがドーピングされた第２ソース／ド
レイン領域２０３が配置される。
【００５１】
　第１ソース／ドレイン領域２０２の間の半導体基板２００上に第１下部ゲート絶縁パタ
ーン２１２、第１上部ゲート絶縁パターン２３３、第１金属含有パターン２３７及び第１
ゲートパターン２４２が順に積層される。
第１下部ゲート絶縁パターン２１２及び第１上部ゲート絶縁パターン２３３は高誘電物質
を含むことができる。第１下部ゲート絶縁パターン２１２はＨｆ、Ｚｒ、Ａl、Ｔｉ、Ｌ
ａ、Ｙ、Ｇｄ及びＴａのうちの少なくとも１つの金属を含む金属酸化物、金属シリコン酸
化物または金属シリコン酸窒化物を含むことができる。例えば、ゲート絶縁パターン２１
２はＨｆＳｉＯＮを含むことができる。第１上部ゲート絶縁パターン２３３はランタン族
金属の酸化物を含むことができる。示したことと異なり、第１下部ゲート絶縁パターン２
１２及び第１上部ゲート絶縁パターン２３３のうちのいずれか１つは省略可能である。
【００５２】
　第１金属含有パターン２３７は導電性金属化合物を含むことができる。例えば、第１金
属含有パターン２３７はＴｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｈｆ及びＺｒのうちで選択された
少なくとも１つの窒化物であり得る。例えば、第１金属含有パターン２３７は窒化チタン
（ＴｉＮ）を含むことができる。本実施形態において、第１金属含有パターン２３７は陥
没した端２３５Ａを有することができる。
【００５３】
　第１ゲートパターン２４２は半導体基板２００の平面に対して傾いた側壁を有すること
ができる。例えば、第１ゲートパターン２４２は互いに異なる幅を有する上部と下部とを
含み、前記下部の幅が前記上部の幅より狭いことがある。第１ゲートパターン２４２は多
結晶半導体を含むことができる。例えば、第１ゲートパターン２４２は多結晶シリコンを
含むことができる。
【００５４】
　第１ゲートパターン２４２の側壁上に第１保護膜２５１が配置される。本実施形態にお
いて、第１保護膜２５１は第１金属含有パターン２３７の陥没した端２３５Ａまで延長す
ることができる。第１保護膜２５１は保護膜形成粒子を含むことができる。前記保護膜形
成粒子は多結晶半導体粒子の酸化物、窒化物及び／または酸窒化物を含むことができる。
本実施形態において、前記保護膜形成粒子は第１金属含有パターン２３７を構成する物質
の酸化物、窒化物及び／または酸窒化物をさらに含むことができる。第１ゲートパターン
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２４２の下部側壁に付着した前記保護膜形成粒子の数が第１ゲートパターン２４２の上部
側壁に付着した前記保護膜形成粒子の数より多いことがある。これによって、第１保護膜
２５１の下部は第１保護膜２５１の上部より厚いことがある。
【００５５】
　第２ソース／ドレイン領域２０４の間の半導体基板２００上に第２下部ゲート絶縁パタ
ーン２１３、下部ゲート導電パターン２２３、薄膜パターン２２５、上部ゲート導電パタ
ーン２２７、第２上部ゲート絶縁パターン２３４、第２金属含有パターン２３８及び第２
ゲートパターン２４３が順に積層される。本実施形態において、薄膜パターン２２５が省
略され、下部ゲート導電パターン２２３と上部ゲート導電パターン２２７が直接接するこ
ともできる。
【００５６】
　第２下部ゲート絶縁パターン２１３は高誘電物質を含むことができる。第２下部ゲート
絶縁パターン２１３はＨｆ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｌａ、Ｙ、Ｇｄ及びＴａのうちの少なく
とも１つの金属を含む金属酸化物、金属シリコン酸化物または金属シリコン酸窒化物を含
むことができる。例えば、第２下部ゲート絶縁パターン２１３はＨｆＳｉＯＮを含むこと
ができる。
【００５７】
　下部ゲート導電パターン２２３及び上部ゲート導電パターン２２７は導電性金属化合物
を含むことができる。例えば、下部ゲート導電パターン２２３及び上部ゲート導電パター
ン２２７はＴｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｈｆ及びＺｒのうちで選択された少なくとも１
つの窒化物であり得る。本実施形態において、下部及び上部ゲート導電パターン２２３、
２２７は非金属不純物をさらに含むことができる。下部ゲート導電パターン２２３と上部
ゲート導電パターン２２７は互いに異なる特性を有することができる。例えば、下部ゲー
ト導電パターン２２３と上部ゲート導電パターン２２７は互いに異なる厚さを有すること
ができる。また、下部ゲート導電パターン２２３と上部ゲート導電パターン２２７は互い
に異なる含量比の元素を含むことができる。
【００５８】
　下部ゲート導電パターン２２３及び上部ゲート導電パターン２２７によって、下部及び
上部ゲート導電パターン２２３、２２７及び第２ゲートパターン２４３を含むゲート構造
物の仕事関数が制御され得る。例えば、前記第１領域の第１ゲートパターン２４２と前記
第２領域の第２ゲートパターン２４３は同一の物質で形成され、第２ゲートパターン２４
３と半導体基板２００との間に選択的にゲート導電パターン２２３、２２７が挿入され得
る。これによって、前記第２領域の前記ゲート構造物の仕事関数が選択的に制御され得る
。したがって、第１領域のトランジスタと第２領域のトランジスタは互いに異なるスレッ
ショルド電圧値を有することができる。
【００５９】
　下部ゲート導電パターン２２３と上部ゲート導電パターン２２７との間に薄膜パターン
２２５が介在される。薄膜パターン２２５は例えば、ランタン族元素の酸化物を含むこと
ができる。薄膜パターン２２５は下部ゲート導電パターン２２３及び上部ゲート導電パタ
ーン２２７に比較して薄い厚さを有することができる。例えば、下部ゲート導電パターン
２２３及び上部ゲート導電パターン２２７は数十Åの厚さを有し、薄膜パターン２２５は
数Åの厚さを有することができる。示したところと異なり、薄膜パターン２２５は省略可
能である。
【００６０】
　第２上部ゲート絶縁パターン２３４は高誘電物質を含むことができる。第２上部ゲート
絶縁パターン２３４はランタン族金属の酸化物を含むことができる。
【００６１】
　第２金属含有パターン２３８は導電性金属化合物を含むことができる。例えば、第２金
属含有パターン２３８はＴｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｈｆ及びＺｒのうちで選択された
少なくとも１つの窒化物であり得る。例えば、第２金属含有パターン２３８は窒化チタン
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（ＴｉＮ）を含むことができる。第２金属含有パターン２３８は第１金属含有パターン２
３７と実質的に同一の物質を含むことができる。本実施形態において、第２金属含有パタ
ーン２３８は陥没した端２３５Ａを有することができる。
【００６２】
　第２ゲートパターン２４３は半導体基板２００の平面に対して傾いた側壁を有すること
ができる。例えば、第２ゲートパターン２４３は互いに異なる幅を有する上部と下部とを
含み、前記下部の幅が前記上部の幅より狭いことがある。本実施形態において、第２ゲー
トパターン２４３の最上部と最下部の幅の差は第１ゲートパターン２４２の最上部と最下
部の幅の差より小さいことがある。すなわち、２ゲートパターン２４３の側壁は第１ゲー
トパターン２４３の側壁より半導体基板２００の平面に対してより小さく傾くことができ
る。
【００６３】
　第２ゲートパターン２４３の側壁上に第２保護膜２５２が配置される。本実施形態にお
いて、第２保護膜２５２は第２金属含有パターン２３８の陥没した端２３５Ａまで延長す
ることができる。第２保護膜２５２は保護膜形成粒子を含むことができる。例えば、前記
保護膜形成粒子は多結晶半導体粒子の酸化物、窒化物及び／または酸窒化物を含むことが
できる。本実施形態において、前記保護膜形成粒子は第２金属含有パターン２３８を構成
する物質の酸化物、窒化物及び／または酸窒化物をさらに含むことができる。
【００６４】
　第２ゲートパターン２４３の下部側壁に付着した前記保護膜形成粒子の数が第２ゲート
パターン２４３の上部側壁に付着した前記保護膜形成粒子の数より多いことがある。これ
によって、第２保護膜２５２の下部は第２保護膜２５２の上部より厚いことがある。本実
施形態において、第２保護膜２５２と第１保護膜２５１の厚さは互いに異なることができ
る。例えば、第２保護膜２５２の厚さが第１保護膜２５１の厚さより厚いことがある。
【００６５】
　（第５実施形態）
　第１及び第２ゲートパターン２４２、２４３と第１及び第２保護膜２５１、２５２の形
態は変形可能である。
　本発明の第５実施形態を示す図５Ａ及び図５Ｂを参照すれば、第１ゲートパターン２４
４及び第２ゲートパターン２４７の側壁は第１及び第２陥没部２４５、２４８を含むこと
ができる。第１及び第２陥没部２４５、２４８は前記側壁端の以外の部分、例えば、前記
側壁の中間に配置され得る。第１及び第２陥没部２４５、２４８内に第１及び第２保護膜
２５３、２５４が配置され得る。第１及び第２保護膜２５３、２５４は保護膜形成粒子を
含むことができる。前記保護膜形成粒子は第１及び第２ゲートパターン２４４、２４７に
含まれた物質のうちの少なくとも１つを含むことができる。第１及び第２保護膜２５３、
２５４は上述の図４Ａを参照して説明した第１及び第２保護膜２５１、２５２と実質的に
同一の保護膜形成粒子を含むことができる。
【００６６】
　　　（第６実施形態）
　図４Ａ、図４Ｂ、図６Ａ～図６Ｃ及び図７を参照して本発明の第６実施形態による半導
体素子の形成方法を説明する。
【００６７】
　図６Ａ及び図７を参照すれば、半導体基板２００内に素子分離膜２０１が形成される。
素子分離膜２０１は半導体基板２００を第１領域及び第２領域に分離することができる。
半導体基板２００内に第１ウェル領域２０４及び第２ウェル領域２０５が形成される。第
１ウェル領域２０４及び第２ウェル領域２０５は互いに異なる導電型のドーパントがドー
ピングされ得る。例えば、第１ウェル領域２０４はｐ型のドーパントがドーピングされ、
第２ウェル領域２０５はｎ型のドーパントがドーピングされ得る。
【００６８】
　半導体基板２００上に下部ゲート絶縁膜２１１が形成される（Ｓ１）。下部ゲート絶縁
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膜２１１は前記第１領域及び第２領域の半導体基板２００の全面上に形成される。下部ゲ
ート絶縁膜２１１は高誘電膜を有する絶縁物質を含む。例えば、下部ゲート絶縁膜２１１
はＨｆＳｉＯＮを含むことができる。下部ゲート絶縁膜２１１は原子層蒸着法及び化学気
相蒸着法を含む多様な蒸着法のうちで選択された少なくとも１つによって形成され得る。
【００６９】
　前記第２領域の半導体基板２００上に選択的に下部ゲート導電膜２２２、薄膜２２４及
び上部ゲート導電膜２２６が形成される。下部ゲート導電膜２２２、薄膜２２４及び上部
ゲート導電膜２２６は半導体基板２００上に導電膜、高誘電膜及び導電膜を順に積層した
後、前記第１領域の半導体基板２００上の膜を選択的に除去して形成され得る。
【００７０】
　図６Ｂに示すように、半導体基板２００上に上部ゲート絶縁膜２３２が形成される。上
部ゲート絶縁膜２３２は前記第１領域及び前記第２領域の半導体基板２００及び下部ゲー
ト絶縁膜２１１上に形成される。上部ゲート絶縁膜２３２は高誘電率を有する絶縁膜であ
り得る。例えば、上部ゲート絶縁膜２３２はランタン族金属のうちで選択された少なくと
も１つの酸化物、窒化物及び／または酸窒化物を含むことができる。
【００７１】
　上部ゲート絶縁膜２３２上に金属含有膜２３６が形成される。金属含有膜２３６は前記
第１領域及び前記第２領域の上部ゲート絶縁膜２３２上に形成される。金属含有膜２３６
は導電性金属化合物を含むことができる。例えば、金属含有膜２３６は金属窒化物を含む
ことができる。
【００７２】
　金属含有膜２３６上に半導体膜２４１が形成される。半導体膜２４１は多結晶半導体を
含むことができる。半導体膜２４１は上部及び下部ゲート導電膜２２２、２２６の厚さの
数乃至数十倍の厚さを有することができる。
【００７３】
　半導体膜２４１上にマスクパターン２６０が形成される。マスクパターン２６０は第１
ウェル領域２０４及び第２ウェル領域２０５の半導体膜２４１上に形成される。
【００７４】
　図６Ｃ及び図６Ｄに示すように、マスクパターン２６０をエッチングマスクとして使っ
て、半導体膜２４１が異方性エッチングされる（Ｓ４）。図６Ｃは、一部がエッチングさ
れた半導体膜２４１Ａを示し、図６Ｄは、十分にエッチングされた半導体膜、すなわち、
ゲートパターン２４２、２４３を示す。半導体膜２４１のエッチングはハロゲン系列のエ
ッチング剤、例えば、ＨＢｒを使って実行することができる。半導体膜２４１のエッチン
グによって半導体膜２４１を構成する物質、例えば、多結晶半導体の粒子が形成され得る
。
【００７５】
　前記多結晶半導体粒子は前記一部がエッチングされた半導体膜２４１Ａが接する領域で
形成され得る。例えば、前記多結晶半導体粒子は一部がエッチングされた半導体膜２４１
Ａのエッチングされた側壁周辺の微細トレンチ２３５より形成され得る。半導体膜２４１
が図６Ｄのように、十分にエッチングされてゲートパターン２４２、２４３が形成された
場合、金属含有膜２３６の一部がエッチングされて金属含有膜２３６の上部に微細トレン
チ２３５Ａが形成されることもある。
【００７６】
　前記異方性エッチング工程の途中に反応性窒素及び／または酸素含有ガスを提供するこ
とができる。前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスは半導体膜２４１のエッチングの
時発生する多結晶半導体の粒子を窒化及び／または酸化させることができる。窒化及び／
または酸化された前記粒子（以下、保護膜形成粒子）は一部がエッチングされた半導体膜
２４１Ａの表面に付着することができる。これによって、一部がエッチングされた半導体
膜２４１Ａの側壁上に保護膜２５１、２５２が形成され得る。本実施形態において、図６
Ｄのように、半導体膜２４１が十分にエッチングされた場合、金属含有膜２３６に含まれ
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た金属含有粒子がエッチング副産物として形成されて前記反応性窒素及び／または酸素含
有ガスによって酸化及び／または窒化され得る。
【００７７】
　提供される前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスの注入時間及び／または注入時期
によって、保護膜２５１、２５３は多様な形態を有することができる。例えば、図４Ａに
示したように、ゲートパターン２４２、２４３の側壁の全面上に保護膜２５１、２５３が
形成され得る。これと異なり、図５Ａに示したように、ゲートパターン２４４、２４７の
一部側壁上に保護膜２５３、２５４が形成されることもある。また、保護膜２５１、２５
３の厚さも前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスの注入時間及び／または注入時期に
よって調節することができる。例えば、半導体膜２４１のエッチングが十分に行われた後
、前記反応性窒素及び／または酸素含有ガスが注入される場合、保護膜２５１、２５３は
ゲートパターン２４２、２４３の側壁の下部上で相対的に厚い厚さを有し、ゲートパター
ン２４２、２４３の側壁の上部上で相対的に薄い厚さを有することができる。
【００７８】
　前記保護膜形成粒子は半導体膜２４１のエッチングの時使われるエッチング剤に対する
エッチング率が半導体膜２４１に比較して低いことがある。これによって、前記保護膜形
成粒子を含む保護膜２５３、２５４が付着した一部がエッチングされた半導体膜２４１Ａ
及びこれによって形成されるゲートパターン２４２、２４３の側壁の損傷は減少すること
ができる。
【００７９】
　図４Ａを参照すれば、マスクパターン２６０及びゲートパターン２４２、２４３をエッ
チングマスクとして使って、金属含有膜２３６及び上部ゲート絶縁膜２３２がエッチング
され得る。前記エッチングによって前記第１領域の半導体基板２００上に第１上部ゲート
絶縁パターン２３３及び第１金属含有パターン２３７が形成され、前記第２領域の半導体
基板２００上に第２上部ゲート絶縁パターン２３４及び第２金属含有パターン２３８が形
成される。
【００８０】
　続いて、前記第２領域の上部ゲート導電膜２２６、薄膜２２４及び下部ゲート導電膜２
２２が順にエッチングされ得る。第１及び第２ゲートパターン２４２、２４３の側壁上に
第１及び第２保護膜２５１、２５２が形成されない場合、第２領域の上部ゲート導電膜２
２６、薄膜２２４及び下部ゲート導電膜２２２のエッチングの時、第１領域の第１ゲート
パターン２４２の特性は劣化することができる。具体的に、前記第２領域のゲート導電膜
２２６、２２２がエッチングされる間前記第１領域にはエッチングされる膜が配置されな
いこともある。
【００８１】
　したがって、ゲート導電膜２２６、２２２のエッチングのために使われるエッチング剤
の物理的及び／または化学的作用によって第１ゲートパターン２４２の側壁の損傷がより
深化することができる。すなわち、第１ゲートパターン２４２側壁のネガティブプロファ
イルが深化することができる。しかし、本実施形態によって、第１ゲートパターン２４２
の側壁上に第１保護膜２５１が形成される場合、前記第２領域の膜のエッチング工程の時
、第１ゲートパターン２４２の側壁が損傷されることを防止することができる。したがっ
て、第１ゲートパターン２４２は所望する垂直プロファイルを有することができる。
【００８２】
　図４Ａ及び図４Ｂを参照すれば、ゲートパターン２４２、２４３に隣接した半導体基板
２００内に第１及び第２ソース／ドレイン領域２０２、２０３が形成され得る。第１及び
第２ソース／ドレイン領域２０２、２０３はマスクパターン２６０及びゲートパターン２
４２、２４３をイオン注入マスクとして使ったイオン注入工程を実行して形成され得る。
マスク２６０は除去され得る。
【符号の説明】
【００８３】
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　１４２　・・・ゲートパターン
　１３３　・・・金属含有パターン
　１１２　・・・ゲート絶縁パターン
　１０２　・・・ソース／ドレイン領域
　１００　・・・半導体基板
　１５１　・・・保護膜

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図７】
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